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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】個人情報を保護しつつこれを利用した有用な情
報を第三者に提供する。
【解決手段】個人情報分析システムの個人情報分析装置
１０は、個人情報管理装置が有する個人情報を利用した
、所定の事項に関する分析の依頼に対して、分析を行う
ために必要な項目に対応づけられている複数の個人情報
に基づき第１の分析結果を生成すると共に、複数の個人
情報を匿名化し、匿名化した情報に基づき分析の依頼に
対する第２の分析結果を生成する分析実行部と、生成し
た第１の分析結果と第２の分析結果との差分の情報を生
成する分析結果評価部と、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人情報を利用した、所定の事項に関する分析の依頼に対して、前記分析を行うために
必要な項目に対応づけられている複数の個人情報に基づき第１の分析結果を生成すると共
に、前記複数の個人情報を匿名化し、匿名化した情報に基づき前記分析の依頼に対する第
２の分析結果を生成する分析実行部と、
　前記生成した第１の分析結果と第２の分析結果との差分の情報を生成する分析結果評価
部と、
　を備える、個人情報分析システム。
【請求項２】
　前記分析実行部は、前記分析の依頼において指定されている、個人情報の分析手法によ
り前記第１の分析結果及び前記第２の分析結果を生成すると共に、前記分析の依頼におい
て指定されていない、個人情報の分析手法により他の第１の分析結果及び他の第２の分析
結果を生成し、
　前記分析結果評価部は、前記指定されている分析手法により生成した前記第１の分析結
果と前記第２の分析結果との差分の情報である第１差分情報を生成すると共に、前記指定
されていない分析手法により生成した前記他の第１の分析結果及び前記他の第２の分析結
果との差分の情報である第２差分情報を生成する、
　請求項１に記載の個人情報分析システム。
【請求項３】
　前記分析の依頼には、前記分析を行うために使用する、個人情報の項目が指定され、
　前記分析実行部は、前記指定された項目と異なる項目に対して前記他の第１の分析結果
及び前記他の第２の分析結果を生成する、
　請求項２に記載の個人情報分析システム。
【請求項４】
　前記分析実行部は、前記分析の依頼で指定されている匿名化方法において、複数の種類
の強度の匿名化を行うことにより複数の第２の分析結果を生成する、
　請求項１に記載の個人情報分析システム。
【請求項５】
　前記分析実行部は、前記分析の依頼に関する前記複数の個人情報を暗号化し、暗号化し
た複数の個人情報に基づき前記第１の分析結果を生成すると共に、前記暗号化した個人情
報を匿名化し、匿名化した情報に基づき前記分析の依頼に対応する前記第２の分析結果を
生成する、
　請求項１に記載の個人情報分析システム。
【請求項６】
　前記分析実行部は、前記個人情報を記憶している他の個人情報分析システムから、前記
分析を行うために必要な項目に対応づけられている個人情報を記憶している個人情報分析
システムを特定し、特定した個人情報分析システムから当該個人情報を取得し、取得した
個人情報に基づき前記第１の分析結果及び前記第２の分析結果を生成する、
　請求項１に記載の個人情報分析システム。
【請求項７】
　前記分析実行部は、前記個人情報を前記分析のために使用するための条件であるポリシ
ーに基づき前記分析に使用する個人情報を特定し、特定した個人情報に基づき、前記第１
の分析結果及び前記第２の分析結果を生成する、
　請求項１に記載の個人情報分析システム。
【請求項８】
　前記分析実行部は、前記複数の個人情報から選択した一部の個人情報に基づき前記第１
の分析結果を生成すると共に、前記一部の個人情報を匿名化し、匿名化した情報に基づき
前記第２の分析結果を生成する、
　請求項１に記載の個人情報分析システム。
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【請求項９】
　前記生成した第１の分析結果と第２の分析結果との差分の情報を表示する分析評価画面
表示部を備える、請求項１に記載の個人情報分析システム。
【請求項１０】
　前記第１差分情報及び前記第２差分情報を表示する分析評価画面表示部を備える、請求
項２に記載の個人情報分析システム。
【請求項１１】
　プロセッサ及びメモリを有する個人情報分析システムが、
　個人情報を利用した、所定の事項に関する分析の依頼に対して、前記分析を行うために
必要な項目に対応づけられている複数の個人情報に基づき第１の分析結果を生成すると共
に、前記複数の個人情報を匿名化し、匿名化した情報に基づき前記分析の依頼に対する第
２の分析結果を生成する分析実行処理と、
　前記生成した第１の分析結果と第２の分析結果との差分の情報を生成する分析結果評価
処理と、
　を実行する、個人情報分析方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、個人情報分析システム、及び個人情報分析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のＩＴ（Information Technology）化の進展や人工知能の進化等により、大量のデ
ータを収集してこれを分析し活用することが可能になりつつある。このような背景から、
事業者が多数の個人から個人情報を預かり、これを活用して第三者に有益な情報を提供す
るという、いわゆる情報銀行の事業化の検討がなされている。
【０００３】
　個人情報の管理方法には、これまでにも多数の技術が提案されている。例えば、特許文
献１には、外部提供情報を読み出す情報読出し部と、読み出された情報の少なくとも一部
を匿名化する情報匿名化処理部と、匿名化済の情報を外部提供情報として送信する情報送
信部とを具備する情報匿名化処理装置において、情報読出し部から読み出された外部提供
情報を評価する情報評価部をさらに有し、情報評価部は、情報読出し部から読み出された
外部提供情報と、公開データベース、もしくは、閲覧を許諾されたデータベースに蓄積さ
れている情報とを照合する情報照合機能を有する情報匿名化処理装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第６１９２０６４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、情報銀行が大量の個人情報を預かりこれを利用する場合は、その個人情
報を利用する第三者に対して有益な情報を提供することだけでなく、個人のプライバシー
保護に対する対策がより重要である。
【０００６】
　本発明はこのような現状に鑑みてなされたものであり、その目的は、個人情報を保護し
つつこれを利用した有用な情報を第三者に提供することが可能な個人情報分析システム、
及び個人情報分析方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　以上の課題を解決するための本発明の一つは、個人情報分析システムであって、個人情
報を利用した、所定の事項に関する分析の依頼に対して、前記分析を行うために必要な項
目に対応づけられている複数の個人情報に基づき第１の分析結果を生成すると共に、前記
複数の個人情報を匿名化し、匿名化した情報に基づき前記分析の依頼に対する第２の分析
結果を生成する分析実行部と、前記生成した第１の分析結果と第２の分析結果との差分の
情報を生成する分析結果評価部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、個人情報を保護しつつこれを利用した有用な情報を第三者に提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態における個人情報分析システムの構成の一例を示す図である。
【図２】個人情報分析装置、分析者端末、及び個人情報管理装置が備えるハードウェアの
一例を示す図である。
【図３】個人情報分析装置が備える主な機能の一例を説明する図である。
【図４】分析者端末が備える主な機能の一例を説明する図である。
【図５】個人情報管理装置が備える主な機能の一例を説明する図である。
【図６】ポリシー管理テーブルの一例を示す図である。
【図７】個人情報分析処理の一例を説明するフロー図である。
【図８】分析依頼情報の一例を示す図である。
【図９】対象個人情報特定処理の一例を説明するフロー図である。
【図１０】分析者端末が表示する分析評価画面の一例である。
【図１１】データ項目管理テーブルのレコード構成の一例を示す図である。
【図１２】第２実施形態において行われる必要データ項目特定処理の一例を説明するフロ
ー図である。
【図１３】第２実施形態における分析評価画面の一例を示す図である。
【図１４】第３実施形態における第２評価値算出処理の一例を説明するフロー図である。
【図１５】第３実施形態における分析評価画面の一例を示す図である。
【図１６】第４実施形態における個人情報分析処理の一例を示すフロー図である。
【図１７】第５実施形態における必要データ項目特定処理の一例を示すフロー図である。
【図１８】類似項目管理テーブルの一例を示す図である。
【図１９】第５実施形態における個人情報要求処理の一例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施系の形態について図面を参照しつつ説明する。
［第１実施形態］
　まず、第１実施形態の個人情報分析システムについて説明する。
＜システム構成＞
　図１は、第１実施形態における個人情報分析システム１の構成の一例を示す図である。
個人情報分析システム１は、複数の個人又は法人（顧客）の、１又は２以上の個人情報３
５を記憶した１又は２以上の個人情報管理装置３０と、個人情報３５に基づき所定の分析
を行うことが可能な個人情報分析装置１０と、個人情報分析装置１０に分析依頼を行う１
又は２以上の分析者端末２０とを含んで構成されている。なお、個人情報分析装置１０と
分析者端末２０との間、及び、個人情報分析装置１０と個人情報管理装置３０との間は、
例えば、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide Area Network）、インターネッ
ト、又は専用線等の、有線又は無線の通信ネットワーク５によって接続されている。
【００１１】
　個人情報管理装置３０は、例えば、情報銀行が管理する情報処理装置であり、銀行、各
種企業、所定の情報機関、官庁、自治体、信用情報機関等が保有している個人情報３５を
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預かり、これを記憶している。
【００１２】
　分析者端末２０は、例えば、各種企業、ＮＰＯ（Nonprofit Organization）、官庁、自
治体、調査機関等が使用する情報処理装置である。
【００１３】
　個人情報分析装置１０は、分析者端末２０からの分析依頼に基づいて、個人情報管理装
置３０が管理している個人情報３５を活用することで当該依頼に対応する分析を行う。個
人情報分析装置１０は、例えば、情報銀行や、所定の事業者等によって管理される情報処
理装置である。
【００１４】
　図２は、個人情報分析装置１０、分析者端末２０、及び個人情報管理装置３０が備える
ハードウェアの一例を示す図である。これらの情報処理装置は、ＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）などのプロセッサ４１と、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ＲＯＭ（Read 
Only Memory）等の主記憶装置４２と、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＳＳＤ（Solid Stat
e Drive）等の補助記憶装置４３と、キーボード、マウス、タッチパネルなどからなる入
力装置４４と、モニタ（ディスプレイ）等からなる出力装置４５と、他の情報処理装置と
通信を行う通信装置４６とを備える。
【００１５】
　次に、各情報処理装置が備える機能について説明する。
＜個人情報分析装置１０＞
　図３は、個人情報分析装置１０が備える主な機能の一例を説明する図である。個人情報
分析装置１０は、分析実行部１１、及び分析結果評価部１２を備える。
【００１６】
　分析実行部１１は、個人情報を利用した、所定の事項（以下、分析事項という）に関す
る分析の依頼に対して、分析を行うために必要な項目（以下、必要データ項目という。）
に対応づけられている複数の個人情報に基づき第１の分析結果を生成すると共に、その複
数の個人情報を匿名化し、匿名化した情報（以下、匿名加工情報ともいう。）に基づき分
析の依頼に対する第２の分析結果を生成する。
【００１７】
　なお、分析実行部１１は、個人情報を分析のために使用するための条件であるポリシー
に基づき前記分析に使用する個人情報３５を特定し、特定した個人情報３５に基づき、第
１の分析結果及び第２の分析結果を生成する。
【００１８】
　分析結果評価部１２は、分析実行部１１が生成した第１の分析結果と第２の分析結果と
の差分の情報（例えば、分析結果の評価値の差によって表す）を生成する。
【００１９】
　なお、個人情報分析装置１０が使用した各個人情報３５、第１の分析結果、第２の分析
結果、及び差分の情報（例えば評価値）は、各分析者の依頼ごとに、利用者別データベー
ス５０に格納される。なお、利用者別データベース５０に記憶される情報は、ポリシーに
応じて匿名化や暗号化が施される場合がある。
【００２０】
　なお、分析実行部１１及び分析結果評価部１２は、外部からのデータアクセスが制限さ
れ、また外部へのデータの送信が制限されている所定のデータ処理部１９に格納される。
データ処理部１９は、例えば、ソフトウェア的又はハードウェア的に実現される。ハード
ウェア的には、例えば、個人情報分析装置１０と別の情報処理装置やデバイス（例えば、
メモリや暗号化プロセッサ）を設けることによって実現される。また、ソフトウェア的に
は、個人情報分析装置１０で動作しているＯＳ（Operating System）と異なるＯＳ、又は
仮想ＯＳを設けることによって実現される。
【００２１】
　また、個人情報分析装置１０は、分析の依頼を分析者端末２０から受信する依頼受信部
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１５と、この分析の依頼に基づき生成した、第１の分析結果及び第２の分析結果の差分の
情報を分析者端末２０に送信する分析結果送信部１６とを備える。
【００２２】
＜分析者端末２０＞
　次に、図４は、分析者端末２０が備える主な機能の一例を説明する図である。分析者端
末２０は、分析依頼送信部２１、及び分析評価画面表示部２２を備える。
【００２３】
　分析依頼送信部２１は、個人情報分析装置１０に分析依頼の情報を送信する。分析評価
画面表示部２２は、個人情報分析装置１０が生成した第１の分析結果と第２の分析結果と
の差分の情報を表示する。
【００２４】
＜個人情報管理装置３０＞
　図５は、個人情報管理装置３０が備える主な機能の一例を説明する図である。個人情報
管理装置３０は、データ保有者サービス提供部３１、及びデータ変換部３２を備える。
【００２５】
　データ保有者サービス提供部３１は、複数の顧客（データ保有者）の個人情報３５を記
憶している。
【００２６】
　データ変換部３２は、個人情報３５を、個人情報分析装置１０が処理可能な所定のデー
タ形式に変換し、変換した個人情報３５を個人情報分析装置１０に送信する。例えば、デ
ータ変換部３２は、個人情報３５を暗号化して個人情報分析装置１０に送信する。すなわ
ち、例えば、個人情報分析装置１０が予め個人情報管理装置３０に所定の暗号鍵を提供し
、個人情報管理装置３０がこの鍵を用いて暗号化を行う。
【００２７】
　ここで、個人情報管理装置３０は、前記のポリシーを、ポリシー管理テーブル３００に
記憶している。
＜ポリシー管理テーブル３００＞
　図６は、ポリシー管理テーブル３００の一例を示す図である。ポリシー管理テーブル３
００は、個人情報３５の主体（顧客）の識別子が格納される個人ＩＤ３０１、個人ＩＤ３
０１の顧客又は個人情報管理装置３０の管理主体等が個人情報３５を用いる分析者に対し
て要求する報酬額が格納される価格３０２、個人ＩＤ３０１の顧客が提供することができ
ない個人情報３５の項目（以下、提供不可項目という）が格納される提供不可３０３の各
項目を有する、１つ以上のレコードで構成される。
【００２８】
　なお、ポリシー管理テーブル３００の項目としては他にも、分析に際して許容する匿名
化の強度（例えば、ｋ匿名化（k-anonymization）におけるｋ値）、分析のために使用可
能な個人情報３５を記憶している個人情報管理装置３０（個人情報の提供を許可する情報
銀行等）等を用いてもよい。
【００２９】
　以上に説明した各情報処理装置の機能は、各情報処理装置のハードウェアによって、も
しくは、各情報処理装置のプロセッサ４１が、主記憶装置４２や補助記憶装置４３に記憶
されている各プログラムを読み出して実行することにより実現される。
【００３０】
　また、これらのプログラムは、例えば、二次記憶デバイスや不揮発性半導体メモリ、ハ
ードディスクドライブ、ＳＳＤなどの記憶デバイス、又は、ＩＣカード、ＳＤカード、Ｄ
ＶＤなどの、情報処理装置で読み取り可能な非一時的データ記憶媒体に格納される。
【００３１】
＜個人情報分析処理＞
　次に、個人情報分析システム１により行われる個人情報分析方法を説明する。
【００３２】
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　図７は、個人情報分析システム１により行われる、個人情報の分析を行う処理（個人情
報分析処理）の一例を説明するフロー図である。この処理は、例えば、分析者が、分析者
端末２０に所定の分析開始の入力をすることによって開始される。
【００３３】
　まず、分析者端末２０は、個人情報分析装置１０に対して依頼する分析の内容を示す情
報（分析依頼情報）を生成し、生成した分析依頼情報を個人情報分析装置１０に送信する
（ｓ１１）。なお、分析依頼情報は、例えば、分析者が、分析者端末２０に所定の情報を
入力することによって生成される。
【００３４】
　図８は、分析依頼情報の一例を示す図である。分析依頼情報２００は、分析対象を示す
分析対象２０１、分析対象２０１の分析を行う際に行う個人情報３５の匿名化の方法を示
す匿名化方法２０２、分析対象２０１の分析の結果に対する評価方法を示す評価方法２０
３、分析対象２０１の分析に関して分析者が当該分析に対して支払い可能としている金額
を示す提案価格２０４、及び、分析対象の分析を行うために必要な項目として分析者が指
定した項目（以下、指定データ項目という。）である指定データ項目２０５の各情報を含
む。
【００３５】
　次に、図７のｓ１３に示すように、個人情報分析装置１０は、分析者端末２０から受信
した分析依頼情報２００に基づき、必要データ項目を特定する処理（以下、必要データ項
目特定処理という。）を実行する。具体的には、例えば、個人情報分析装置１０は、分析
対象２０１で指定されている全ての指定データ項目を、必要データ項目として特定する。
【００３６】
　次に、個人情報分析装置１０は、必要データ項目の情報を含む個人情報３５の提供を、
個人情報管理装置３０に要求する処理（個人情報要求処理）を実行する（ｓ１５）。具体
的には、例えば、個人情報分析装置１０は、ｓ１７で特定した必要データ項目の情報を個
人情報管理装置３０に送信する。
【００３７】
　なお、個人情報分析装置１０は、通信可能な個人情報管理装置３０が複数ある場合は、
その複数のそれぞれの個人情報管理装置３０に対して、前記の要求を送信するようにして
もよい。
【００３８】
　個人情報管理装置３０は、個人情報分析装置１０から要求を受信すると、必要データ項
目の情報を含んでいる個人情報３５（以下、対象個人情報という。）を特定する処理（以
下、対象個人情報特定処理という。）を実行する（ｓ１７）。
【００３９】
＜対象個人情報特定処理＞
　ここで、図９は、本実施形態における対象個人情報特定処理の一例を説明するフロー図
である。個人情報管理装置３０は、ポリシー管理テーブル３００を読み込み（ｓ１０１）
、必要データ項目の情報を保有し、かつ分析依頼情報２００に指定されている条件を満た
すポリシーを有している個人（顧客）を全て特定する（ｓ１０３）。具体的には、例えば
、個人情報管理装置３０は、ポリシー管理テーブル３００において、価格３０２が分析依
頼情報２００の提案価格２０４以下であり、提供不可３０３に必要データ項目が含まれて
いないレコードを全て特定する。
【００４０】
　そして、個人情報管理装置３０は、特定した全ての個人の個人情報３５を、対象個人情
報とする（ｓ１０５）。以上で対象個人情報特定処理は終了する（ｓ１０７）。
【００４１】
　次に、図７のｓ１９に示すように、個人情報管理装置３０は、特定した対象個人情報を
個人情報分析装置１０に送信する。個人情報分析装置１０は、受信した対象個人情報に基
づき、分析者端末２０からの依頼に対する分析結果（第１の分析結果）を生成する。また
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個人情報管理装置３０は、生成した第１の分析結果に対する評価値（以下、第１評価値と
いう。）を、分析者端末２０からの依頼で指定された評価方法によって算出する処理（第
１評価値算出処理）を実行する（ｓ２１）。具体的には、例えば、個人情報分析装置１０
は、分析依頼情報２００における評価方法２０３が示す評価方法によって、第１評価値を
算出する。
【００４２】
　また、個人情報分析装置１０は、受信した対象個人情報を、分析者端末２０からの依頼
で指定された匿名化方法により匿名化する。そして個人情報分析装置１０は、この匿名化
した情報に基づき、分析者端末２０からの依頼に対する分析結果（第２の分析結果）を作
成する。また個人情報管理装置３０は、算出した第２の分析結果に対する評価値（以下、
第２評価値という。）を、分析者端末２０からの依頼で指定された評価方法によって算出
する処理（第２評価値算出処理）を実行する（ｓ２３）。
【００４３】
　具体的には、例えば、個人情報分析装置１０は、分析依頼情報２００における匿名化方
法２０２が示す匿名化方法によって、対象個人情報の必要データ項目のうち個人を特定可
能な項目（例えば、氏名）を匿名加工することにより、対象個人情報に関する新たな情報
（匿名化した情報）を作成し、その匿名化した新たな情報に基づき第２の分析結果を作成
する。
【００４４】
　なお、この際、個人情報分析装置１０は、匿名化の強度を設定しているものとする。例
えば、分析者端末２０により指定された匿名化がｋ－匿名化（k-anonymization）である
場合は、ｋ＝４等とする。なお、分析依頼情報２００に匿名化の強度の指定が含まれてい
る場合には、その強度を設定する。
【００４５】
　なお、個人情報分析装置１０は、所定の条件を満たす場合（例えば、対象個人情報の大
きさやその個人の数が所定の閾値を超えている場合、分析依頼情報２００により指定があ
った場合等）は、対象個人情報の一部のみを用いて（サンプリングを行って）第１の分析
結果及び第２分析結果を生成してもよい。
【００４６】
　次に、個人情報分析装置１０は、第２の分析結果の評価値（第２評価値）と、第１の分
析結果の評価値（第１評価値）との差分の情報とを生成し、生成した差分の情報を分析者
端末２０に送信する（ｓ２５）。具体的には、例えば、個人情報分析装置１０は、評価値
の差、又は評価値の差の絶対値を算出する。なお、個人情報分析装置１０は、第２評価値
算出処理で第２評価値を複数算出した場合はその第２評価値の全てについて差分の情報を
生成する。
【００４７】
　分析者端末２０は、個人情報分析装置１０から受信した差分の情報に基づき、分析の評
価を示す画面（以下、分析評価画面という。）を表示する（ｓ２７）。
【００４８】
＜分析評価画面＞
　図１０は、分析者端末２０が表示する分析評価画面の一例である。分析評価画面には、
分析依頼情報２００にて指定された指定データ項目の表示欄１００６、匿名化されていな
い個人情報３５による分析結果（第１の分析結果）による第１評価値が表示される第１評
価値表示欄１００１と、匿名化された個人情報３５による分析結果（第２の分析結果）に
よる第２評価値が表示される第２評価値表示欄１００３と、第１評価値及び第２評価値の
差分の情報が表示される差分表示欄１００５とが設けられる。なお、個人情報分析処理で
サンプリングを行った場合には、サンプリングを行った旨のサンプリング表示１００８が
なされる。
【００４９】
　この分析評価画面１０００により、分析者は、個人情報３５をそのまま用いて分析を行
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った場合の分析結果と、分析依頼情報２００で指定した匿名化により加工された個人情報
３５を用いて分析を行った場合の分析結果との品質の違いを確認することができる。
【００５０】
　また、分析評価画面１０００には、分析者が第２の分析結果の情報（例えば、匿名加工
情報）を取得する際に選択される承認欄１００７と、分析者が分析を再度行いたい場合に
選択される再試行欄１００９とが表示される。分析者は、今回の分析内容に満足しない場
合は、再試行欄１００９を選択することで、異なる分析方法にて分析を再度行うことがで
きる。
【００５１】
　すなわち、図７のｓ２９に示すように、分析者端末２０は、本分析を承認するか否かを
判定する。具体的には、例えば、分析者端末２０は、分析評価画面１０００の承認欄１０
０７又は再試行欄１００９の選択を受け付ける。
【００５２】
　本分析が承認されなかった場合は（ｓ２９：ＮＯ）、分析者端末２０は、異なる条件で
分析を依頼すべく、ｓ１１の処理を繰り返す。他方、本分析が承認された場合は（ｓ２９
：ＹＥＳ）、分析者端末２０は、匿名加工情報の送信要求を個人情報分析装置１０に送信
する（ｓ３１）。
【００５３】
　個人情報分析装置１０は、この要求を受信すると、先に作成した匿名加工情報を分析者
端末２０に送信する（ｓ３３）。分析者端末２０は、匿名加工情報を受信し、分析者はこ
の匿名加工情報を自由に利用することができる。
【００５４】
　以上のように、本実施形態の個人情報分析システム１は、分析を行うために必要な項目
（データ項目）に対応づけられている複数の個人情報３５に基づき第１の分析結果を生成
すると共に、その複数の個人情報３５を匿名化し、匿名化した情報に基づき分析の依頼に
対する第２の分析結果を生成し、生成した第１の分析結果と第２の分析結果との差分の情
報を生成するので、匿名化された個人情報（匿名加工情報）による分析結果と、匿名化せ
ずに行われた分析結果との質の差異についての情報を分析依頼者に提供することができる
ので、分析依頼者は、匿名加工情報による分析結果の分析精度を知ることができる。他方
で、個人情報のデータ保有者は、この分析によって本人の情報が開示されることもない。
このように、本実施形態の個人情報分析装置１０によれば、個人情報を保護しつつこれを
利用した有用な情報を第三者に提供することができる。
【００５５】
［第２実施形態］
　第１実施形態では、個人情報分析装置１０は、分析者端末２０から指定された分析方法
に基づいて分析結果を生成したが、本実施形態の個人情報分析装置１０は、分析者端末２
０から指定されていない分析方法によっても分析結果を生成する。
【００５６】
　以下、本実施形態の個人情報分析装置１０が備える構成について、第１実施形態と異な
る部分について説明する。
【００５７】
　まず、本実施形態の個人情報分析装置１０の分析実行部１１は、分析の依頼において指
定されている、個人情報の分析手法により第１の分析結果及び第２の分析結果を生成する
と共に、分析の依頼において指定されていない、個人情報の分析手法により他の第１の分
析結果及び他の第２の分析結果を生成する。
【００５８】
　そして、分析結果評価部１２は、指定されている分析手法により生成した第１の分析結
果と第２の分析結果との差分の情報（第１差分情報）を生成すると共に、指定されていな
い分析手法により生成した他の第１の分析結果及び他の第２の分析結果との差分の情報（
第２差分情報）を生成する。
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【００５９】
　例えば、分析の依頼には、分析を行うために使用する項目（データ項目）が指定され、
分析実行部１１は、指定された項目（指定データ項目）と異なる項目（他データ項目）に
対して他の第１の分析結果及び他の第２の分析結果を生成する。
【００６０】
　分析評価画面表示部１３は、第１差分情報及び第２差分情報を表示する。
【００６１】
　ここで、前記のデータ項目の組み合わせは、以下のデータ項目管理テーブル４００に記
憶されている。
（データ項目管理テーブル４００）
　図１１は、データ項目管理テーブル４００の一例を示す図である。データ項目管理テー
ブル４００は、分析事項とデータ項目との対応関係を記憶しており、分析事項が格納され
る分析事項名４０１、分析事項名４０１の分析事項の分析を行うために必要な１以上の、
個人情報に関するデータ項目が格納されるデータ項目名４０２の各項目を有する、少なく
とも１つ以上のレコードで構成される。なお、データ項目は複数の項目の組み合わせから
なる場合がある。また、本実施形態では同一の内容の分析事項名４０１に対して、データ
項目の組み合わせ（データ項目名４０２）が複数ある場合がある。
【００６２】
　次に、本実施形態における個人情報分析処理について説明する。本実施形態の個人情報
分析処理は、必要データ項目特定処理が第１実施形態と異なる。
【００６３】
　図１２は、第２実施形態において行われる必要データ項目特定処理の一例を説明するフ
ロー図である。個人情報分析装置１０は、まず、分析者端末２０から分析依頼情報２００
を受信すると、受信した分析依頼情報２００の分析対象２０１において指定されている指
定データ項目を、必要データ項目のパターンの一つとして特定する（ｓ２０１）。
【００６４】
　また、個人情報分析装置１０は、他のパターンの必要データ項目として、指定データ項
目以外の、分析事項に対するデータ項目の全てを特定する（ｓ２０３）。具体的には、例
えば、個人情報分析装置１０は、データ項目管理テーブル４００において、分析依頼情報
２００の分析対象２０１の内容が分析事項名４０１の分析事項に格納されている全てのレ
コードのデータ項目名４０２の内容を取得する。
【００６５】
　以上で必要データ項目特定処理は終了する（ｓ２０５）。そして、個人情報分析装置１
０は、特定した各必要データ項目に対応する個人情報３５の提供を、個人情報管理装置３
０に要求する。
【００６６】
　なお、その後の個人情報分析処理は第１実施形態と同様であり、個人情報分析装置１０
は、個人情報管理装置３０から受信した、各必要データ項目に対応する対象個人情報に基
づき、第１の分析結果、第１評価値、第２の分析結果、及び第２評価値を生成又は算出す
る。そして、個人情報分析装置１０は、各第２評価値と第１評価値との差分の情報をそれ
ぞれ生成し、生成した各差分の情報を分析者端末２０に送信する。
【００６７】
　図１３は、第２実施形態における分析評価画面１０００の一例を示す図である。同図に
示すように、この分析評価画面１０００には、第１実施形態と同様に、指定データ項目の
表示欄１００６、第１評価値表示欄１００１、第２評価値表示欄１００３、及び、第１差
分情報に関する差分表示欄１００５が表示される他、他データ項目が表示される他データ
項目の表示欄１０１６、他データ項目による分析に基づく第１評価値が表示される他第１
評価値表示欄１０１１、他データ項目による分析に基づく第２評価値が表示される他第２
評価値表示欄１０１３、及び、第２差分情報に関する他差分表示欄１０１５が表示される
。
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【００６８】
　また、分析評価画面１０００には、再試行欄１００９の他、分析者が指定データ項目に
よる第２の分析結果の情報（例えば、匿名加工情報）を取得する際に選択される承認欄１
０１７、及び、分析者が他データ項目による第２の分析結果の情報（例えば、匿名加工情
報）を取得する際に選択される承認欄１０１８が表示される。なお、他データ項目による
分析結果が複数ある場合は、それらから任意の分析結果を選択するようにしてもよい。
【００６９】
　この分析評価画面１０００により、分析者は、自身が指定したデータ項目（指定データ
項目）による分析の品質と、それ以外のデータ項目（他データ項目）による分析の品質と
の違いを確認でき、それらから所望の匿名加工情報を取得することができる。
【００７０】
　なお、本実施形態では、分析者が指定する分析方法として、個人情報に係るデータ項目
の指定を挙げたが、他にも、分析における費用の指定、データ保有者の指定、情報の新し
さ（個人情報３５の最終更新日等）、評価方法の指定等、様々な分析方法の指定を行うこ
とができる。
【００７１】
［第３実施形態］
　第３実施形態では、個人情報分析装置１０は、分析者端末２０から指定された匿名化方
法を前提として複数の種類の強度での匿名化を行い、これらを分析者に提示する。以下、
第１実施形態と異なる部分について説明する。
【００７２】
　まず、本実施形態の個人情報分析装置１０は分析実行部１１を備えるが、この分析実行
部１１は、分析の依頼において指定された匿名化方法において、複数の種類の強度の匿名
化を行うことにより複数の第２の分析結果を生成する機能を有する。
【００７３】
　次に、本実施形態における個人情報分析処理について説明する。本実施形態の個人情報
分析処理は、第２評価値算出処理が第１実施形態と異なる。
【００７４】
　図１４は、第３実施形態における第２評価値算出処理の一例を説明するフロー図である
。まず、個人情報分析装置１０は、分析依頼情報２００の匿名化方法２０２で指定された
匿名化を行う場合のその強度を、複数設定する（ｓ３０１）。例えば、個人情報分析装置
１０は、分析依頼情報２００の匿名化方法２０２でｋ－匿名化が指定されていた場合は、
ｋ＝３、４、５と設定する。
【００７５】
　なお、設定する匿名化の強度のパターンは、例えば、予め設定したパターンを用いても
よいし、分析依頼情報２００に強度の指定があった場合は、その強度の近傍値を用いても
よい。
【００７６】
　そして個人情報分析装置１０は、設定した各強度により、第２の分析結果及びその第２
評価値を算出する（ｓ３０３）。
【００７７】
　個人情報分析装置１０は、算出した複数の第２評価値のうち高値の第２評価値を算出し
た匿名化の強度を特定すると共に、その高値の第２評価値を最終的な第２評価値として記
憶する（ｓ３０５）。なお、「高値の第２評価値」とは、例えば、所定の閾値を超える第
２評価値としてもよいし、相対的に値の高い所定数の第２評価値としてもよい。以上で第
２評価値算出処理は終了する。
【００７８】
　図１５は、第３実施形態における分析評価画面１０００の一例を示す図である。同図に
示すように、この分析評価画面１０００には、匿名化の各強度について、その強度の表示
欄１０２１、第１評価値の表示欄１０２３、第２評価値の表示欄１０２５、及び差分の情
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報が表示される差分表示欄１０２７がそれぞれ表示される。
【００７９】
　また、分析評価画面１０００には、再試行欄１００９の他、分析者が匿名化のどの強度
に基づく分析による第２の分析結果の情報（例えば、匿名加工情報）を取得するかを選択
する選択欄１０２９が表示される。
【００８０】
　この分析評価画面１０００を参照することにより、分析者は、所望の（例えば、評価値
は高いが、匿名化の強度が高すぎない）匿名加工情報を取得することができる。
【００８１】
［第４実施形態］
　第４実施形態では、個人情報分析装置１０は、分析結果及び評価値を算出する際に使用
するデータから外部に漏洩しないように、予めデータに暗号化を行う。以下、第１実施形
態と異なる部分について説明する。
【００８２】
　まず、本実施形態の個人情報分析装置１０は分析実行部１１を備えるが、この分析実行
部１１は、分析の依頼に対応する複数の個人情報を暗号化し、暗号化した複数の個人情報
に基づき第１の分析結果を生成すると共に、暗号化した個人情報を匿名化し、匿名化した
情報に基づき分析の依頼に対応する第２の分析結果を生成する機能を有する。
【００８３】
　次に、本実施形態における個人情報分析処理について説明する。
　図１６は、第４実施形態における個人情報分析処理の一例を示すフロー図である。第１
実施形態と同様にｓ１１～ｓ１７の処理が実行された後、情報管理装置３０は、対象個人
情報を個人情報分析装置１０に送信する（ｓ１９）。個人情報分析装置１０は、個人情報
管理装置３０から対象個人情報を受信すると、当該対象個人情報に対して暗号化処理を施
し（ｓ４０）、この暗号化された情報に対して第１評価値算出処理（ｓ２１）、及び第２
評価値算出処理（ｓ２３）を実行する。具体的には、例えば、個人情報分析装置１０は、
当該対象個人情報に対して秘匿ｋ－匿名化、秘密分散、準同型暗号等を用いて暗号化（秘
匿化）を行う。
【００８４】
　その後のｓ２５－ｓ２９の処理は第１実施形態と同様であり、個人情報分析装置１０は
、分析者端末２０の分析評価画面１０００により分析者から指定された分析の匿名加工情
報について、暗号化された状態で作成された当該匿名加工情報を分析者端末２０に送信す
る（ｓ３１、ｓ３３）。なお、個人情報分析装置１０は、分析者端末２０に匿名加工情報
を送信する際は、暗号化されたままの情報を送信してもよいし、復号化してから送信して
もよい。
【００８５】
［第５実施形態］
　図１７は、第５実施形態における個人情報分析システム１のシステム構成の一例を示す
図である。同図に示すように、本実施形態では、個人情報分析システム１が複数存在し、
これらの個人情報分析システム１の間は、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wide
 Area Network）、インターネット、又は専用線等の、有線又は無線の通信ネットワーク
８によって通信可能に接続されている。
【００８６】
　ただし、本実施形態では、個人情報分析システム１（個人情報管理装置３０）のそれぞ
れは、同種のデータ又は概念的には類似するデータであるが、データ項目としては異なる
項目を有する個人情報３５を管理している。本実施形態の個人情報分析システム１は、こ
れらの複数の個人情報分析システム１のうち適当な他の個人情報分析システム１から個人
情報３５を取得して分析を行う。以下、第１実施形態と異なる部分について説明する。
【００８７】
　まず、本実施形態の個人情報分析装置１０は分析実行部１１を備えるが、この分析実行
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部１１は、個人情報３５を記憶している他の個人情報分析システム１から、分析を行うた
めに必要な項目（データ項目）に対応づけられている個人情報３５を記憶している個人情
報分析システム１を特定し、特定した個人情報分析システム１から当該個人情報３５を取
得し、取得した個人情報３５に基づき第１の分析結果及び第２の分析結果を生成する機能
を有する。
【００８８】
　この機能を実現するため、各個人情報分析装置１０は、互いに概念的に類似するデータ
項目を定義した類似項目管理テーブルを記憶している。
【００８９】
　図１８は、類似項目管理テーブルのレコード構成の一例を示す図である。類似項目管理
テーブル５００は、データ項目の名称が格納される項目名５０１、及び、項目名５０１の
データ項目に概念的に類似し又は同種であるデータ項目のリストが格納される類似項目名
５０２の各項目を有する１つ以上のレコードで構成されている。
【００９０】
　次に、本実施形態における個人情報分析処理について説明する。本実施形態の個人情報
分析処理は、個人情報要求処理が第１実施形態と異なる。
【００９１】
　図１９は、第５実施形態における個人情報要求処理の一例を示すフロー図である。まず
、個人情報分析装置１０は、第１実施形態と同様に、必要データ項目の情報を含む個人情
報３５の提供の要求を、自身の個人情報分析システム１内の各個人情報管理装置３０に送
信し、その後、対象個人情報を当該個人情報管理装置３０から受信する（ｓ６０１）。
【００９２】
　次に、個人情報分析装置１０は、必要データ項目の情報を含む個人情報３５の提供の要
求を、他の個人情報分析システム１に送信する（ｓ６０３）。具体的には、個人情報分析
装置１０は、他の個人情報分析システム１の個人情報管理装置３０に当該要求を送信する
。
【００９３】
　当該要求を受信した個人情報分析システム１は、受信した要求が示す必要データ項目と
概念的に類似するデータ項目（類似項目。同種のデータ項目を含む。）検索し、検索した
データ項目を、要求の送信元の個人情報分析装置１０に送信する（ｓ６０５）。具体的に
は、例えば、個人情報分析装置１０は、類似項目管理テーブル５００を参照し、項目名５
０１に指定データ項目が格納されているレコードの類似項目名５０２の内容を取得し、こ
れらを個人情報分析装置１０に送信する。
【００９４】
　データ項目を受信した個人情報分析装置１０は、受信したデータ項目についての個人情
報３５の提供の要求を、当該データ項目を送信してきた他の個人情報分析システム１（個
人情報分析装置１０）に送信する（ｓ６０７）。
【００９５】
　なお、この際、個人情報分析装置１０は、他の個人情報分析システム１（個人情報分析
装置１０）から、当該データ項目に係る個人情報３５のデータサイズをまず取得し、その
データサイズが所定の条件を満たす場合（例えば、データサイズが所定の閾値以上、又は
所定の閾値以下である場合）にのみ、その個人情報の提供の要求を送信するようにしても
よい。これにより、所望のデータ精度の個人情報３５を記憶している個人情報分析システ
ム１に基づいて、第１の分析結果及び第２の分析結果を生成することができる。
【００９６】
　個人情報３５の提供の要求を受信した他の個人情報分析システム１（個人情報分析装置
１０）は、当該要求に係る、個人情報分析システム１内における個人情報３５を、要求の
送信元の個人情報分析装置１０に送信する（ｓ６０７）。そして、当該個人情報分析装置
１０は、受信した個人情報３５を対象個人情報として記憶する。以上で個人情報要求処理
は終了する（ｓ６０９）。
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　その後の処理は、第１実施形態と同様である。
【００９７】
　以上の各実施形態の説明は、本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限
定するものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に
本発明にはその等価物が含まれる。
【００９８】
　例えば、本実施形態では、個人情報管理装置３０は、個人情報３５を暗号化して個人情
報分析装置１０に送信する場合を示したが、この暗号化は行われなくてもよい。
【００９９】
　また、本実施形態では、個人情報管理装置３０がポリシーを記憶しているものとしたが
、個人情報分析装置１０がポリシーを記憶していてもよい。
【０１００】
　本明細書の記載により、少なくとも次のことが明らかにされる。すなわち、本実施形態
の個人情報分析システム１においては、前記分析実行部は、前記分析の依頼において指定
されている分析手法により前記第１の分析結果及び前記第２の分析結果を生成すると共に
、前記分析の依頼において指定されていない分析手法により他の第１の分析結果及び他の
第２の分析結果を生成し、前記分析結果評価部は、前記指定されている分析手法により生
成した前記第１の分析結果と前記第２の分析結果との差分の情報である第１差分情報を生
成すると共に、前記指定されていない分析手法により生成した前記他の第１の分析結果及
び前記他の第２の分析結果との差分の情報である第２差分情報を生成する、としてもよい
。
【０１０１】
　このように、分析の依頼において指定されている、個人情報の分析手法及び、指定され
ていない分析方法による分析をそれぞれ行い、これらに対応する差分の情報を生成するこ
とで、分析の依頼者は、自身が想定していなかったような分析手法による分析結果につい
ての情報を得ることができる。これにより、依頼者は、自身が想定しなかったような高い
品質の分析結果及び匿名加工情報を得ることができる。
【０１０２】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記分析の依頼には、前記分
析を行うために使用する前記項目が指定され、前記分析実行部は、前記指定された項目と
異なる項目に対して前記他の第１の分析結果及び前記他の第２の分析結果を生成する、と
してもよい。
【０１０３】
　このように、分析の依頼において指定されているデータ項目及び指定されていないデー
タ項目による分析をそれぞれ行い、これらに対応する差分の情報を生成することで、分析
の依頼者は、自身が想定していなかったような項目に基づく分析結果についての情報を得
ることができる。これにより、依頼者は、より複雑な観点からの分析結果及び匿名加工情
報を得ることができる。
【０１０４】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記分析実行部は、前記分析
の依頼において指定された匿名化方法において、複数の種類の強度の匿名化を行うことに
より複数の第２の分析結果を生成する、としてもよい。
【０１０５】
　このように、複数の種類の強度の匿名化を行うことで、例えば、分析依頼者は、個人情
報３５の匿名性が確保されつつも具体性の高い個人情報３５に基づく分析結果を得ること
ができる。
【０１０６】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記分析実行部は、前記分析
の依頼に対応する前記複数の個人情報を暗号化し、暗号化した複数の個人情報に基づき前
記第１の分析結果を生成すると共に、前記暗号化した個人情報を匿名化し、匿名化した情
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報に基づき前記分析の依頼に対応する前記第２の分析結果を生成する、としてもよい。
【０１０７】
　このように、個人情報３５の分析に際して暗号化を施すことにより、分析処理の過程に
おいて個人情報３５が漏洩しても、これを第三者が利用することを防ぐことができる。こ
れにより、個人情報３５を効果的に保護することができる。
【０１０８】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記分析実行部は、前記個人
情報を記憶している他の個人情報分析システムから、前記分析を行うために必要な項目に
対応づけられている個人情報を記憶している個人情報分析システムを特定し、特定した個
人情報分析システムから当該個人情報を取得し、取得した個人情報に基づき前記第１の分
析結果及び前記第２の分析結果を生成する、としてもよい。
【０１０９】
　このように、他の個人情報分析システム１から、分析を行うために必要な項目に対応づ
けられている個人情報３５を記憶している個人情報分析システム１から特定し、その個人
情報３５に基づき分析結果を生成することで、例えば、自身の個人情報分析システム１と
他の個人情報分析システム１とでデータ項目が異なっている場合でも、対応するデータ項
目に基づいて分析結果を生成することができるようになる。これにより、個人情報分析シ
ステム１間での連携性を高めることができ、より多くの個人情報３５を利用することがで
きるようになる。
【０１１０】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記分析実行部は、前記個人
情報を前記分析のために使用するための条件であるポリシーに基づき前記分析に使用する
個人情報を特定し、特定した個人情報に基づき、前記第１の分析結果及び前記第２の分析
結果を生成する、としてもよい。
【０１１１】
　このように、個人情報３５を分析のために使用するためのポリシーに基づき分析結果を
生成することで、分析に使用する個人情報３５に対するコントロールを行うことができる
。これにより、個人情報３５をより効果的に保護することができる。
【０１１２】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記分析実行部は、前記複数
の個人情報から選択した一部の個人情報に基づき前記第１の分析結果を生成すると共に、
前記一部の個人情報を匿名化し、匿名化した情報に基づき前記第２の分析結果を生成する
、としてもよい。
【０１１３】
　このように、複数の個人情報３５から選択した一部の個人情報に基づき、分析結果の生
成及び匿名化を行うことで、例えば個人情報３５が膨大に存在し処理に時間を要する場合
であっても、適当な時間内で分析依頼者に分析結果や差分に関する情報を提供することが
できる。
【０１１４】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記生成した第１の分析結果
と第２の分析結果との差分の情報を表示する分析評価画面表示部を備える、としてもよい
。
【０１１５】
　これにより、分析依頼者は、匿名化された個人情報３５（匿名加工情報）による分析結
果と、匿名化せずに行われた分析結果との質の差異についての情報を知ることができる。
【０１１６】
　また、本実施形態の個人情報分析システム１においては、前記第１差分情報及び前記第
２差分情報を表示する分析評価画面表示部を備える、してもよい。
【０１１７】
　これにより、分析依頼者は、依頼として指定した分析手法に基づく結果と、指定してい
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ない分析手法に基づく結果との質の差異についての情報を知ることができる。
【符号の説明】
【０１１８】
１　個人情報分析システム、１０　個人情報分析装置、２０　分析者端末、３０　個人情
報管理装置、３５　個人情報、１１　分析実行部、１２　分析結果評価部
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